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マフラー (消音器):こ対する騒音対策
平成22年 4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車に適用

■車検がない原動機付自転車 (～ 125cc)、 軽二輪自動車 (125～ 250cc)に もこの基準は適用されます。

適用時期

0

0

騒音低減機構を容易に除去できる
マフラーの装着を禁止

■ マフラーの消音機能に関する部品が溶接、リベット等で

取り付けられていないもの。

(例)マフラーにインナーサイレンサーがボルト止め、ナット止め、
接着等により取り付けられており、容易に取り外せるもの

新車殷階だけでなく、使用過程時にも加速走行騒音の
防止要件が適用
① 次のいずれかの表示があるマフラー

(イ)自動車製作者表示 (純正マフラー) (口)装置型式指定品表示 (自マ…グ)

(例)自動車メーカー商号、

商標等

(工)協定規則適含品表示
(Eマーク)

(傾J)

(ハ)性能等確認済表示 (確認機関が性能等を確認した変換用マフラーに行う表示)

(伊り 確認機関の略称のサンプザレ例

(性能等確認済表示の例)

(ホ)欧州運含指令 (EU指令)

適含品表示 (eマーク)

(伊り (例)

(数字は認定国の番号を示し、番号は認定国により変わります。乗車定員 11人以上又は車両総重量 3.5トンを超える自動車の場合を除きます。)

② 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラ…

(イ)加速走行騒音日試験を実施して騒音値が基準に適含する自動車等
■公的試験機関が実施した試験結果が必要となります。

(口)加速走行騒音レベルが協定規則又 Iよ EU指令に適含する自動車等

■外国の法令に基づく書面又は表示で確認できます。例えば、捌下のものがあります。

(ただし、同一性や基準への適合性が明らかであることが必要です。)

。COCペーパー (EU指令に基づく車両型式認可車両に交付される適含証明書)

。WVTAラベル又はプレート(EU指令に基づく車両型式認可を受けた車両に貼付されている当該車両型式認可番号が表示されているもの)

不
適
含
例

基
準
に
適
含
す
る
も
の
の
例

ABC-21100908P確認機関の路称

原動機型式

近接排気騒音値  識別番号
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整備命令の発令
>整備命令に従わない場合については
50万円以下の罰金

6ヶ月以下の拘禁刑又は
30万円以下の罰金

平成 28年 10月以降に製作される自動車等は運行中にこ襖もの表示や試験成績表等が
罐認できなし丸場合、基準不適合とな岬ます。

注意 !

参考 :不正改造に

関する罰則

不正改造車の

使用者
不正改造を

実施した者


